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箕面市保健医療福祉総合審議会 答申書（抜粋）

平成２７年(2015 年)２月９日

箕面市長 倉 田 哲 郎 様

箕面市保健医療福祉総合審議会

会 長 黒 田 研 二

地域保健及び地域福祉の施策について（答申）

標記のことについて、平成２５年６月２１日付け箕健政第５５号をもって箕面

市長から諮問のありました「地域保健及び地域福祉の施策について」のうち、「第

６期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」及び「第４期箕面市障害福

祉計画」に関し、本審議会において慎重に調査・審議いたしました結果、別添の

とおりとりまとめましたので、下記の意見を附して答申いたします。

記

国においては、超高齢社会に対応し、効率的で質の高い医療提供体制と、地域

包括ケアシステムを構築し、地域における医療及び介護の総合的な確保・推進を

目的とした「地域における医療と介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律」が成立しました。また、平成２５年度に「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」が施行さ

れ、さらに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消

法）」の平成２８年度の施行が予定されています。高齢者や障害者を取り巻く社会

環境はめまぐるしく変化しており、自治体の施策にも大きな影響を及ぼすことが

考えられます。

このような中、箕面市においても４人に１人が高齢者という超高齢社会となり、

2025 年（平成 37 年）にはすべての団塊の世代が７５歳以上となっていくことか

らも、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者が増加することが

予測されます。今回の「第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」におい

ては、「住み慣れた自宅や地域で暮らし続けたい」という高齢者のニーズに応えら

れるよう 2025 年（平成 37 年）を見据え、高齢者自身も役割を持ちつつ、高齢者

を社会全体で支えるしくみづくりに取り組むことが必要です。また、「第４期障害

福祉計画」においては、昨年度策定の「第３次障害者市民の長期計画～みのお‘Ｎ’

プラン～」に基づく中長期的なビジョンをふまえ、障害者の地域生活に対する総

合的な支援が計画的に行われるよう、各機関ともその実績評価・進捗管理におい

て議論を進め、広く市民への周知が必要であると考えます。

それぞれの計画策定・推進に当たって、特に留意すべき事項は次のとおりです。

写



（中略）

１．国連障害者権利条約及び障害者差別解消法等に基づく施策の推進

平成２６年批准の国連障害者権利条約、平成２８年施行の障害者差別解消法及

び障害者の雇用の促進等に関する法律（改正）に基づき、市が行うすべての施策

において、「ノーマライゼーション」と「インクルージョン」の理念をふまえた合

理的配慮が盛り込まれるよう、市全体での取組を推進する必要があります。

また、障害者差別解消法の施行に向け、国による基本方針の検討及び大阪府に

よるガイドライン策定の検討の状況等をふまえて、市としての具体的な取組の検

討と体制の構築を、早急に進めることが必要です。その際には、相談・紛争解決

及び地域における関係機関の連携のあり方に加えて、地域において同法の趣旨を

周知し、広く理解を進めるための啓発活動等のあり方について、十分に検討する

ことが重要です。

２．地域生活の支援における課題への取組

障害者の高齢化・重度化は喫緊の課題であり、「親亡き後」に関する不安の声は

切実です。本計画の成果目標に含まれている「地域生活支援拠点の整備」など、

障害者が地域で安心して生活を継続できるよう、グループホーム等による居住の

支援、自立を促す地域生活の支援、介護保険サービスとの併給等に関する必要な

機能・基盤及び制度間調整のあり方について、十分な議論を行いつつ、早急に方

針を策定することが重要です。

また、入所施設や精神科病院からの地域移行についても、平成２４年度から障

害福祉サービスとして制度化されたことをふまえ、本計画での成果目標を達成で

きるよう、地域の基盤整備を含め、さらなる取組が必要です。

３．就労及び日中活動の場のあり方についての取組

市がこれまで取り組んできた障害者の就労に関する「人は、職業を通じて社会

に参加し、その労働の対価として収入を得て生活している。それは、障害者も同

じことである。」とする理念をふまえ、引き続き積極的な取組を進めるとともに、

障害者事業所が地域において相互に連携し、発展するための主体的な取組の支援

や、障害者優先調達推進法に基づく取組を進める必要があります。

また、重度障害者の就労・日中活動の場の確保については、地域移行の推進と

も連動するものであり、民間・市立を問わず地域資源の充実が進むよう、取組を

進める必要があります。

４．計画の進捗管理と評価

本計画の着実な推進に努められるとともに、本審議会及び箕面市障害者市民施

策推進協議会等の関係機関に対し、定期的な状況報告を行い、計画の進捗管理と

評価の機会とし、あわせて広く市民への周知の機会を設ける必要があります。
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